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政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

 

一
、
本
法
施
行
後
三
年
以
内
に
行
う
検
証
・
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
速
や
か
に
「
検
証
委
員
会
」
等
の
枠
組
み
を
設
け
、
公
私

間
の
教
育
費
負
担
の
格
差
是
正
の
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
、
国
民
の
様
々
な
意
見
や
新
た
な
制
度
の
実
施
状
況
、
先
行
自
治

体
の
取
組
の
分
析
等
を
踏
ま
え
て
、
新
た
な
制
度
に
お
け
る
収
入
要
件
や
外
国
籍
生
徒
・
外
国
人
学
校
の
扱
い
、
支
給
限
度

額
、
合
理
性
の
な
い
授
業
料
等
の
値
上
げ
の
抑
制
策
の
実
施
に
よ
る
影
響
、
地
方
や
公
立
高
校
へ
の
影
響
、
地
域
公
共
交
通

へ
の
影
響
、
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
達
の
教
育
機
会
の
確
保
、
中
学
生
の
学
習
時
間
の
変
化
な
ど
に
つ
い
て
、
デ
ー
タ
等
の

客
観
的
情
報
を
幅
広
く
か
つ
丁
寧
に
収
集
及
び
分
析
し
、
教
育
の
機
会
均
等
の
観
点
も
含
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

二
、
就
学
支
援
金
制
度
の
拡
充
に
よ
り
、
所
得
制
限
が
撤
廃
さ
れ
、
家
庭
の
経
済
状
況
に
か
か
わ
ら
ず
就
学
支
援
金
が
支
給
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
世
帯
所
得
に
よ
る
格
差
が
拡
大
し
な
い
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
就
学
支
援
金
の
法
令
上
の
支
給
対
象

か
ら
外
国
籍
生
徒
の
う
ち
我
が
国
に
定
着
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
な
い
者
及
び
外
国
人
学
校
の
生
徒
が
外
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
共
生
社
会
の
推
進
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
万
全
を
期
す
こ
と
。 

 

三
、
い
わ
ゆ
る
「
高
校
無
償
化
」
と
い
う
表
現
は
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
本
制
度
の
趣
旨
・
内
容
に
つ

い
て
、
広
く
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
関
係
者
に
対
す
る
周
知
・
説
明
を
十
分
に
行
う
こ
と
。
そ
の
際
、
特
に
私
立
高
校
に

お
い
て
は
、
授
業
料
以
外
の
費
用
が
多
く
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
十
分
に
周
知
を
行
う
な
ど
、
透
明
性
の

確
保
を
推
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
生
徒
や
保
護
者
等
に
対
す
る
各
高
校
の
教
育
方
針
や
教
育
環
境
等
に
つ
い
て
の
情
報
提
供

別添１０



の
促
進
を
図
る
こ
と
。 

 
四
、
就
学
支
援
金
の
申
請
手
続
に
当
た
っ
て
は
、
支
給
対
象
と
な
る
者
が
漏
れ
な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
予
算
上

の
支
援
対
象
と
な
る
者
に
つ
い
て
も
全
て
の
生
徒
が
当
該
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、

就
学
支
援
金
と
予
算
上
の
支
援
の
対
象
者
が
異
な
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
申
請
・
認
定
手
続
の
際
に
、
生
徒
等
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
や
個
人
情
報
の
保
護
に
関
し
て
十
分
な
対
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
学
校
現
場
で
生
徒
間
の
分
断
・
差
別
等
を
招
く
こ

と
の
な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

五
、
就
学
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
自
治
体
や
学
校
現
場
に
お
い
て
相
応
の
事
務
量
が
発
生
す
る
こ
と
に

鑑
み
、
そ
の
た
め
の
条
件
整
備
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
シ
ス
テ
ム
「
ｅ‐

Ｓ
ｈ
ｉ
ｅ
ｎ
」
の
更
な
る
利

用
拡
大
と
利
便
性
の
向
上
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
複
雑
化
す
る
就
学
支
援
金
の
認
定
手
続
等
に
伴
う
教
職
員
及
び
事
務
職

員
の
負
担
を
抜
本
的
に
軽
減
す
る
た
め
、
そ
の
改
修
を
始
め
、
次
世
代
校
務
Ｄ
Ｘ
環
境
の
整
備
等
を
通
じ
た
学
校
事
務
全
体

の
デ
ジ
タ
ル
化
（
Ｄ
Ｘ
）
に
対
す
る
積
極
的
な
財
政
支
援
及
び
技
術
的
支
援
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

六
、
就
学
支
援
金
の
支
給
限
度
額
の
引
上
げ
に
伴
っ
て
、
私
立
高
校
に
お
い
て
合
理
性
の
な
い
授
業
料
の
値
上
げ
が
行
わ
れ
る

こ
と
が
な
い
よ
う
、
設
置
者
で
あ
る
学
校
法
人
の
自
主
性
や
所
轄
庁
で
あ
る
都
道
府
県
の
意
向
に
配
慮
し
つ
つ
、
授
業
料
等

の
費
用
の
情
報
公
開
の
強
化
や
先
行
自
治
体
の
取
組
を
踏
ま
え
た
仕
組
み
の
構
築
な
ど
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま

た
、
教
育
の
質
向
上
の
た
め
、
私
学
助
成
金
等
の
拡
充
を
始
め
教
育
予
算
の
拡
充
に
努
め
る
こ
と
。 

 

七
、
都
道
府
県
に
よ
り
学
校
数
や
生
徒
数
の
公
私
の
比
率
や
私
立
高
校
の
位
置
付
け
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
か
ら
、
就
学
支
援

金
の
拡
充
に
よ
り
地
域
間
の
教
育
格
差
の
拡
大
や
地
域
の
空
洞
化
が
生
じ
な
い
よ
う
必
要
な
取
組
を
行
う
こ
と
。
そ
の
際
、

い
わ
ゆ
る
公
立
高
校
離
れ
が
進
ま
な
い
よ
う
に
、
令
和
九
年
度
以
降
も
、
生
徒
を
主
語
に
し
た
高
校
教
育
改
革
を
更
に
推
進



す
る
た
め
、
既
存
の
文
教
予
算
を
削
減
す
る
こ
と
な
く
、
交
付
金
等
の
新
た
な
財
政
支
援
の
仕
組
み
を
構
築
し
、
多
様
な
背

景
を
有
す
る
生
徒
の
様
々
な
学
習
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
と
と
も
に
、
地
域
の
産
業
界
や
大
学
等
と
の
連
携
を
深
め
つ
つ
、
地
域

の
特
性
を
い
か
し
た
特
色
化
・
魅
力
化
を
進
め
る
専
門
高
校
を
含
め
た
公
立
高
校
等
へ
の
支
援
を
更
に
充
実
さ
せ
る
こ
と
。

ま
た
、
公
立
高
校
等
が
高
校
教
育
改
革
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
教
師
の
役
割
が
一
層
重
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
学
級
編
制

及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
。 

 

八
、
少
子
化
に
伴
う
地
方
の
公
立
高
校
の
統
廃
合
や
再
編
が
進
む
中
に
お
い
て
、
生
徒
の
地
理
的
ア
ク
セ
ス
が
損
な
わ
れ
る
こ

と
が
な
い
よ
う
、
通
学
や
寮
・
地
方
の
高
校
へ
の
留
学
な
ど
に
関
す
る
環
境
整
備
、
遠
隔
教
育
の
活
用
な
ど
を
組
み
合
わ
せ

た
教
育
機
会
確
保
の
モ
デ
ル
を
国
と
し
て
提
示
し
、
各
自
治
体
に
対
し
て
強
い
伴
走
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 

九
、
国
際
人
権
Ａ
規
約
に
お
け
る
中
等
教
育
の
漸
進
的
無
償
化
条
項
の
趣
旨
及
び
教
育
は
未
来
へ
の
投
資
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、

引
き
続
き
教
育
費
負
担
の
軽
減
を
図
る
と
と
も
に
、
恒
久
財
源
の
確
保
及
び
一
層
の
教
育
予
算
の
拡
充
に
最
大
限
努
め
る
こ

と
。
そ
の
際
、
授
業
料
以
外
の
費
用
に
よ
っ
て
、
進
路
選
択
の
幅
が
狭
ま
ら
な
い
よ
う
、
授
業
料
以
外
の
支
援
で
あ
る
高
校

生
等
奨
学
給
付
金
に
お
い
て
、
学
習
者
用
端
末
の
購
入
費
を
補
助
で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
給
付
額
や
対
象
世
帯
の
更
な

る
拡
充
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
現
行
制
度
で
支
援
対
象
と
な
っ
て
い
る
外
国
籍
生
徒
の
う
ち
我
が
国
に
定
着
す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
な
い
者
及
び
外
国
人
学
校
の
生
徒
に
対
す
る
予
算
措
置
に
よ
る
支
援
を
後
退
さ
せ
な
い
こ
と
。 

 

十
、
多
様
な
生
徒
が
取
り
残
さ
れ
な
い
教
育
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
合
理
的
配
慮
の
提
供
や
特
別
支
援
学
校
の
専
攻
科
を
含

む
特
別
支
援
教
育
の
充
実
や
、
通
信
制
高
校
の
教
育
の
質
の
向
上
を
図
り
つ
つ
、
適
正
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
不
登

校
経
験
や
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
、
疾
病
等
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
修
業
年
限
を
超
え
て
在
学
し
て
い
る
生
徒
が
学
び
を

継
続
で
き
る
よ
う
、
速
や
か
に
そ
の
実
態
を
把
握
の
上
、
就
学
支
援
金
の
支
給
期
間
終
了
後
の
更
な
る
支
援
措
置
に
向
け
た

検
討
を
速
や
か
に
進
め
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
高
校
に
進
学
し
な
い
若
者
や
中
退
し
た
若
者
へ
の
支
援
に
つ
い
て
も
速
や
か
に



実
態
を
把
握
の
上
、
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 
十
一
、
今
後
、
生
徒
等
へ
の
経
済
的
支
援
に
係
る
重
大
な
法
改
正
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
国
会
に
お
け
る
十
分
な
審
議
期
間

や
、
生
徒
、
保
護
者
及
び
学
校
関
係
者
等
へ
の
周
知
や
準
備
の
た
め
の
期
間
を
設
け
る
必
要
性
を
踏
ま
え
、
制
度
の
施
行
ま

で
十
分
な
余
裕
を
も
っ
て
法
律
案
を
国
会
に
提
出
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 




